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定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 26 年４月 14 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 26 年５月 28 日

開催予定の第 48 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 

記 

１． 定款変更の目的 

（１） 当社の事業内容の拡大および多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）につきまし

て事業目的の変更及び追加を行うものであります。 

（２） 公告の方法について周知性の向上及び事務の合理化を図るため、現行定款第 4 条（公告方

法）につきまして所要の変更を行うものであります。また同制度の導入に伴い、不測の事

態が発生した場合に備え、予備的な公告方法を定めるものであります。 

 
２．定款変更の内容 

   変更の内容は次の通りであります。 

                                   （下線は変更部分） 

現行定款 変更案 

（目的） 

第２条 当会社は、つぎの事業を営むことを目的

とする。 

１～３項 記載省略 

４. 食料品、牛乳、乳製品、茶、コーヒーその他

の飲料水、アイスクリーム、氷、菓子類、衣料

品、家庭用品、日用品雑貨、身の回り品、電気

機械機具、写真機械機具材料、石油製品、娯楽

用品、運動具、喫煙具、玩具、化粧品、種子類、

植物、動物等の販売並びにこれらに関連する物

品の製造・加工・卸売・輸出入及び賃貸 

 

 

（目的） 

第２条 当会社は、つぎの事業を営むことを目的

とする。 

１～３項 現行通り 

４. 食料品、牛乳、乳製品、茶、コーヒーその他

の飲料水、アイスクリーム、氷、菓子類、衣料

品、家庭用品、日用品雑貨、身の回り品、電気

機械機具、 写真機械機具材料、石油製品、娯楽

用品、運動具、喫煙具、玩具、化粧品、 種子類、

植物、動物、農業薬品、農業用資材園芸用品、

園芸用薬品、肥料、園芸用材料および園芸用品

等の販売並びにこれらに関連する物品の製造・

加工・ 卸売・輸出入及び賃貸 



 

５．酒類、塩、たばこ、米穀及び古物の販売 

６．商品券及び各種ギフト券の販売 

 

        （新 設） 

        （新 設） 

（新 設） 

 

        （新 設） 

 

 

        （新 設） 

        （新 設） 

        （新 設） 

 

７．宅配便、写真業、クリーニング業、広告代理

業、一般旅行業、国内外旅行業及び旅行業代

理店業、チケット販売等の委託取次業 

８．スポーツ施設、医療施設、飲食店の経営 

９．各種情報提供サービス業 

10．通信販売業 

11. ホテル、旅館等の宿泊施設の経営及び運営管  

  理 

12. 前各号に付帯関連する一切の業務 

 

（本店の所在地） 

第３条 当会社は、本店を松山市に置く。 

 

（公告方法） 

第４条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載す

る方法により行う。 

 

 

５ 現行通り 

６．商品券・宝くじ・切手・収入印紙及び各種ギ

フト券の販売 

７．介護保険法に基づく居宅介護支援事業 

８．介護保険法に基づく介護予防支援事業 

９．介護保険法に基づく福祉用具貸与、特定福祉

用具販売の居宅サービス事業 

10．介護保険法に基づく介護予防福祉用具貸与、

特定介護予防福祉用具販売の介護予防サービ

ス事業 

11．介護保険に係る介護費の請求事務の請負 

12．高齢者向け住宅及び介護施設の経営 

13．不動産・駐車場の売買・賃貸借・仲介・所有・

利用並びに管理 

14．宅配便、写真業、クリーニング業、広告代理

業、一般旅行業、国内外旅行業及び旅行業代

理店業、チケット販売等の委託取次業 

15．スポーツ施設、医療施設、飲食店の経営 

16．各種情報提供サービス業 

17. 通信販売業 

18. ホテル、旅館等の宿泊施設の経営及び運営管   

  理 

19. 前各号に付帯関連する一切の業務    

     

（本店の所在地） 

第３条  （現行通り） 

 

 （公告方法） 

第４条  当会社の公告方法は、電子公告とする。

ただし、事故その他やむを得ない事由によっ

て電子公告をすることができない場合は、日

本経済新聞に掲載する方法により行う。 

 

 
３．日程 

   定款変更のための株主総会開催日  平成 26年 5月 28日 

   定款変更の効力発生日       平成 26年 5月 28日 

 

                                      以  上 


